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次号の予告TOPIC 「株式交換と株式交付について」

医療法人を設立して経営も順調に推移してくると、既存の施設だけでは手狭に感じられることがあると思いま
す。診療機能を充実させ、よりよい医療を提供するために、今より広いスペースの確保を検討されている先生も
おられるのではないでしょうか。診療所のある地域の実情や医療法人の経営状況、診療体制などにより取り得る
選択肢は変わってきます。
今号では医療法人が診療所フロアを拡張する場合の手続きと注意点についてご説明致します。

①既存の診療所を増設する
既存の診療施設を残したまま、建物を増築したり店舗の別フロアを借りて機能の拡充を行う方法。

②分院を開設する
既存の診療施設を残したまま、別の場所に新しく診療所建物を建築したり、別の店舗やフロアを借り、

新しく管理者（分院長）をおいて機能を拡充させる方法。
※詳しくは弊所HPに掲載のVol.24「医療法人の分院開設について」をご覧ください。

③より広い場所に診療所を移転する
別の場所に新しく診療所建物を建築したり、広い店舗やフロアを借りて、診療機能をすべて移す方法。

※詳しくは弊所HPに掲載のVol.25「医療法人の診療所移転について」をご覧ください。

より詳しくお知りになりたい場合は、タスク行政書士法人までお問合せください！

【１．フロア拡張の主な手続き方法】

①管轄保健所への事前相談
医療法施行規則により、診療所の構造設備の基準が細かく決められています。
拡張の図面案ができた早い段階で、基準に沿った構造になっているか、管轄の保健所に相談しましょう。

②必要な手続きの確認
上記保健所や定款変更の手続き以外にも、厚生局への変更届、建物を増改築する場合は、建築確認、建

物の表示登記、消防への届出等も必要となります。手続きに漏れが無いよう事前に確認をしておきましょう。
③余裕を持ったスケジュールの作成

フロアの拡張には工事が伴う他、様々な行政手続きを経るため、拡張後のフロアの使用を開始するまでに
相当の期間を要します。行政手続きが間に合わず使用開始月が遅れる、ということにならないように、早め
に専門家へ相談されることをお勧め致します。

【３．フロア拡張にあたっての注意点】
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診療所フロアを拡張する方法として、大きく下記の３つがあります。

【２．フロア拡張手続きの流れ】
「既存の診療所を増設する場合」
既存の診療所を増設してフロアを拡張する場合、保健所に構造を変更することの許可申請を行い、拡張部分

の使用開始前に許可を受けておく必要があります。また、拡張に伴って定款に記載の階や部屋番号等が変わる
場合は、事前に定款変更の手続きも必要になります。
下記はフロアの拡張に伴って、定款変更が必要になる場合の手続きの流れです。

定款変更

仮申請
本申請 認可

定款変更

登記

診療所の変

更許可申請
変更許可 新フロアの使用開始事前相談

都道府県等医療法人担当課
（約２～３か月）

法務局
（約１週間）

保健所
（約２週間～１か月）

３月上旬 ６月下旬 ７月上旬 ７月下旬頃 ８月

（例）

※拡張規模や内容によって、手続きの方法・要する期間が変わります。

厚生局
（速やかに）

保健所
（図面案作成時）

【医療機関における施設の一体性について】
平成２８年の厚生労働省の通知により、一定の条件のもと、公道を隔てた施設や階をまたぐ施設の運用が認

められています。具体的には、安全性確保の誓約書や施設の運用マニュアルを保健所に提出し、保安面と衛生
面の確保が認められれば、離れた施設の一体運用が可能になっています。詳しくは別号でご説明致します。
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